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題名「てんとうむし」の由来

事務用電話 042－769－8285 相談用電話 042－752－1658

モバイル青少相

　ヨーロッパの言い伝えにてんとう虫の話があります。
　領主は殺人の罪で死刑になる若い農夫に、最後の願いとして神に祈ることを許しました。若者が石の上にひ
ざまずこうしたとき、１匹のてんとう虫が石の上におりました。若者はそのてんとう虫をつまみ上げると、そ
っと逃がしてから最後の祈りを捧げました。飛び立ったてんとう虫はこの若者を捕らえた殊勲者の左手に止ま
りました。殊勲者はてんとう虫には全く哀れみもかけずにつぶしてしまいました。
　この様子を見ていた領主はこの相反する二人の行動にハッと胸をつかれるものを感じ、裁判をやり直しまし
た。その結果、若者はぬれぎぬで真犯人は殊勲者であったことがわかりました。てんとう虫は真実を伝える虫
として、古来ヨーロッパで親しまれてきました。この話にあやかり題名を「てんとうむし」としました。

「カワセミ」境川の鵜野森付近にて（撮影：青少年相談センター嘱託職員　八木　渉）

特特集集

てんとうむし
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て　ん　と　う　む　し 第202号て　ん　と　う　む　し

　目の前の子どもにどのように声かけをしたら望
ましい方向へ進むのか、また学校改善のためには
どのような手立てをうったらよいのか等々、その
方策を見つけたいがために、今も暇さえあれば、
教育書や教育誌などを開いている。
　そのような時に「我が意を得たり」と膝をぽん
とたたきたくなるような文章や内容に出会うこと
がある。それをいくつか紹介してみたい。
○「子どものよさを認める｡」
　始業式や入学式さらには全校朝会の時などに子
どものよさを徹底して伝える。
　部活動に参加している子どもたちが気持ちの良
いあいさつをしてくれたこと、下駄箱の靴がきれ
いにそろえられていたこと、など具体的な場面の
話をする。
　また学校だよりを発行する。対象は保護者であ
るが、子どもたちにも読んでもらえるようにわか
りやすく、子どもたちのよさを徹底して紹介する。
　さらに、子どもたちのよさを語ってくれる地域
の方々の声も積極的に紹介する。
　ところで、配慮が必要な子どもたちをみると、
おそらく今までの生活の中で、注意を受けたり叱
られたりとほめられたり認められたりすることが
少ないのではないかと感じることが多くある。
　だからこそ、このように「よさを認める」こと
の意味が大きくなる。子どもたちは自分のよさを
認められほめられれば、それが自信につながり意
欲的に少しずつでもがんばろうとするからである。
○「ほめて育てる｡」
　学校の教育活動の全てにおいて「子どものよ
さ」を見つけて、それを認めていく。そしてそれ
らを機会あるごとに広めていくことで「ほめて育
てること」につながっていく。
　このほめて育てるということは、自己肯定感や
自己有用感等の自尊感情に裏打ちされた「自分自
身のよい面を伸ばそうと努力する子ども」の育成

につながるものである。
　またこのよさを価値付け、広めることの繰り返
しが、自信と誇りを持った規範意識のある集団形
成へとつながるものである。そして、学校全体に
広がってくると落ち着いた学舎（まなびや）となる。
○「人が環境をつくり、その環境は人がつくる｡」
　教室の中や廊下にゴミやガムやお菓子の包み紙
が落ちていては望ましい学習環境とは言い難い。
机やいすがきちんと整理整頓されていること。掲
示物がきちんと画鋲で留められていること。こん
なことを徹底することで、子どもたちも安定して
くるものである。
　いろいろな学校で「ゴミのない学校」とか「磨
こうよ校舎のぴかぴか、心もぴかぴか」とか「日
本一きれいな学校を目指そう」とスローガンにし
ているのはこのことからである。
○「当たり前のことを当たり前にやる｡」
　学校は、そこで生活する人（生徒・教職員・保
護者・地域の方々）にとって誰にも安全で安心し
て過ごせる場所でなければならない。そのために
も学校という集団生活を送る場所では一定のルー
ルが必要である。「ダメなものはダメ」という徹
底した姿勢が必要である。そのほか至極当たり前
のことを全教職員で斉一に指導に当たることが必
要である。
　年々教育が難しいと感じる。そして配慮を必要
とする子どもたちも増加傾向にあるようにも感じ
ている。
　このような中で、私たちができることは、目の
前の子どもたちにきちんと向き合っていくことで
あろうし、先輩諸兄姉が示してくれたことなどを
地道に根気強く「凡時徹底」して取り組むことだ
ろうと思っている。

相模原市立中学校長会

　　会 長 　高　 野　 良　 彦　　

子どものよさを認める、それから…子どものよさを認める、それから…
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城山相談室

相談指導教室「はるばやし」

川尻小学校

国道413
号線

交番

国道413号線

ＪＡ会館
至
上
大
島

至
城
山

至
橋
本

城山総合
事務所

はるばやし

城山総合事務所

城山相談室
面接室

学習室(2階） 面接室(1階）

　ＪＲ横浜線・京王線「橋本駅」下車、バス15分。
　城山総合事務所第2別館2階に、青少年相談セン
ター『城山相談室』があります。
　また、そこから2～3分ほど離れた相談指導
教室「はるばやし」の1階にも面接室があります。

《城山相談室》
　青少年教育カウンセラー　：９名
　指　導　主　事　　　　　：１名

《はるばやし》
　相談指導教室スタッフ　　：４名

　城山相談室とはるばやしは、場所が少し離
れていますが、それぞれの結びつきが強く、
連携を図りながら、相談者や通室生たちを丁
寧にサポートしています。

《城山相談室》　　　面接室　：５部屋

《相談指導教室「はるばやし｣》

　建物の1階が面接室、2階が相談指導教室
「はるばやし」です。
　小・中学生対象の教室で学習室や実習室が
あり、通室生の主な活動場所となっています。

青少年相談センター４つの相談室の紹介②
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月・・青少年相談センター勤務（各相談室勤務のときは、来所相談や
　　　電話相談を行っています。研修会や会議に参加したり、事務処
　　　理をしたりしています｡）
火・・Ａ中学校学校出張相談
水・・公休日（医療機関や他市のカウンセラーとして勤務している人
　　　もいます｡）　
木・・Ｂ小学校出張相談　　　　　　　　　　　　　　　　
金・・青少年相談センター勤務
土日・休日

カウンセラーの多くは、学校心理士、産業カウンセラー、臨床心理士
や、教員免許等を有しています。また、平成24年度は、63名のカウ
ンセラーが勤務しています。センターに27名、南相談室に18名、城
山相談室に9名、相模湖相談室に9名を配置しています。

　家庭環境が大きな要因と思われる長期欠席などのケースにおいて、福祉的視
点を交えた包括的なアセスメントを行い、学校と共によりよい支援策を考え、
学校と共に支援を実践していきます。

　社会福祉士、精神保健福祉士等の資格や、教員免許などを有し、教育や福祉の
分野において活動経験があります。平成24年度は3名が勤務しています。

詳細につきましては、当センターのホームページや、e-ネットSAGAMIの共有
 キャビネットから、「SSW活用の手引き」をダウンロードしてご覧ください。

詳細につきましては、当センターのホームページを
 ご覧ください。

　不登校対策に向けた３つの取り組みを充実させています。
不登校対応セミナー・・・教職員向けのセミナー、年間4回開催。
　第4回　10月24日(水)15:00～17:00　「事例から学ぶ不登校」

不登校を考えるつどい・・保護者や子どもを対象にしたセミナー、年間
　　　　　　　　　　　　5回開催。
　第3回　19月27日(木）14:00～16:00 「気持ちを伝える・受け止める」
　第4回　11月21日(水）14:00～16:00 「子どもと向き合う」
　第5回　11月19日(土）14:00～16:00 「明日に向かって」
　　
ふれあい体験学習「希望の村｣・・不登校や集団不適応の子どもを対象に
　　　　　　　　　　　　　　　 した体験学習　年間４回開催
　第3回　10月20日(土） 城山ハイキング（津久井湖城山公園）
　第4回　11月26日(土）「若あゆ」での体験学習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（相模川ビレッジ若あゆ）

１８：３０　センターに出勤
１９：００　所内方針会議
１０：００　公用車で生活支援課へ
１１：００　Ａ中学校担当のカウンセラーと
　　　　打ち合わせ
１２：００　昼食

１３：００　ケース会議準備
１４：００　Ｂ中学校の先生と家庭訪問
１５：００　Ｃ小学校でのケース会議
１６：３０　センターに戻り、報告書の作成
１７：００　終業

街頭指導相談員(4名)・・街頭指導・祭礼パトロール・夜間街頭指導等
学校特別相談員(2名)・・学校からの要請相談・事案対応等
ヤングテレホン相談員(4名)・・電話相談
統計担当嘱託職員(2名)・・欠席状況等通知書や学校出張相談、来所相談等の統計
相談指導教室嘱託職員(13名)、相談指導教室相談員(16名)、専任教諭(1名)
　　　　　　　　　　　　　　・・相談指導教室の運営・通室生の指導・支援等
指導主事(所長を含む)(10名)、事務職員(4名)・・青少年相談センターの業務全般

　　　青少年相談センターは、総勢122名の異業種集団です！

写真（２）は、「城山相談室」(前頁掲載）
写真（３）は、相模大野駅から徒歩5分ほど、南区役所隣の「南相談室」
写真（４）は、JR相模湖駅から徒歩5分ほどの相模湖総合事務所内にある
　　　　　　　「相模湖相談室」

　皆様に「青少相」と呼ばれている青少年相談セン
ターには、4つの相談室があり、各相談室には不登校
児童・生徒が通う相談指導教室があります。
　いわゆる「センター」と呼ばれるところは、市民会館
の隣の2階建ての建物です。 写真（１）
　JR相模原駅からバスで5分、又は徒歩で20分位の
ところにあります。
　10部屋の面談室の他に、3部屋のプレイルームや
会議室があります。

　市内には、現在、中学生が通室する「銀河」「若葉」「大地｣、小学
生が通室する「いずみ」「すばる｣、そして小・中学生が通室する「は
るばやし」「やまびこ」「かつら」「やまぶき」という9つの相談指導
教室があります。　　
　これらは、在籍校に学籍を置いて通う通室制の教室です。
相談指導教室には、教職経験のある嘱託の先生や、教員免許あるいは、
心理職の資格をもつ相談員がいます。また、本年度は、20名の相談指導
教室ボランティアの方が、通室生と共に過ごしています。
　ここで、相談指導教室の具体的な活動をご紹介します。
　小学生が通室する相談指導教室では、7月はプールに行ったり、畑に
行って、中学生と一緒に夏野菜を収穫したりしました。自分たちで買い
物し、夏野菜カレーの調理実習も行いました。また、暑中見舞いの葉書
や七夕の飾りを作成しました。国語・算数等の教科学習は、個別指導と
小集団での活動を交えながら、一人ひとりの状態に応じた指導をしてい
ます。
　中学生が通う相談指導教室では、午前中は教科学習が中心ですが、午
後は、体験学習重視のプログラムが組まれ、土づくりから始める農業体
験や卓球・テニス等のスポーツ体験が行われています。昨年は、乗馬体
験や茶道体験も行われました。
　学校に行きたくても行けない子どもたちや、集団適応が難しい子ども
たちにとって、安心できる居場所として活用されています。また、学校
と併用して通う子どもたちもいます。
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【来所・電話相談】
　平成23年度の延べ相談受理件数は､12,583件で、前年度
に比べ730件（約6％）増え、年々増加の傾向にあります。
　相談対象者別では、小・中学生に関する相談が11,143
件で、全体の約89％を占めています。
　相談内容別では「不登校｣、｢登校渋り」に関する相談
が合わせて7,945件で､全体の約63％となっています。次
いで「発達に関する問題」「性格・行動上の問題」「養
育に関する問題」が多く、このような傾向は、ここ数
年、変化は見られません。
　相談の状況から、家庭でのしつけや養育に自信が持て
ず、保護者がひとりで悩み、不安を抱えている様子がう
かがえます。また、最近は発達課題等を背景とした子ど
もの学校生活適応上の支援に関する相談も多くなってき
ています。

【小学校出張相談】
　平成23年度の延べ受理件数は30,977件で、前年度より
1,759件（約6％）増加しました。
　相談内容別では「ふれあい」が最も多く、全体の
19.9％を占めています。
　｢ふれあい」とは、カウンセラーが休み時間に雑談や
ゲームを通して、来談した子どもの心の状況をつかみ、
寄り添うことです。これにより学校生活を豊かにすると
ともに、様々な問題を早期に発見することができます。
　次いで「発達に関する問題｣、｢授業観察（教職員から
要請を受け、授業での児童の様子を観察すること)｣、
｢性格・行動上の問題」の順となっています。
　教職員からの「コンサルテーション（支援にかかわる
教職員とカウンセラーが話し合いながら、児童・生徒へ
の援助を進めていくこと）他」の相談も3,200件を超え
ており、学校出張相談では児童や保護者だけでなく、教
職員からの相談ニーズの高まりも見られます。

主な相談内容別受理状況

■相談対象者別延べ相談受理件数

主な相談内容別受理状況

その他
12％

神経・精神の
問題
3％養育に関する

問題
4％
性格・行動上の

問題
8％

発達に関する
問題
11％

不 登 校
47％

登校渋り
16％

児　童　　教職員　　保護者　　その他　　合　計

平成23年度青少年相談センター相談活動概況
平成23年度の相談活動状況について、その傾向や特徴を探ってみました。

平成２３年度 平成２２年度

10

4,306

6,837

1,105

325

12,583

（5）

（1,866）

（4,109）

（473）

（112）

（6,565）

（7）

（1,912）

（3,652）

（655）

（174）

（6,400）

9

3,677

7,184

809

174

11,853

平成２３年度 平成２２年度

27,489

3,394

94

30,977

（10,686）

（2,490）

（60）

（13,236）

26,019

3,098

101

29,218

（10,088）

（2,133）

（52）

（12,273）

登校渋り
8％

コンサル
テーション他
10％

性格･行動上
の問題
13％

その他
21％

発達に関する問題
15％

授業観察
13％

ふれあい
20％

■相談対象者別延べ相談受理件数

■相談者の内訳

■相談者の状況
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【中学校出張相談】
　平成23年度の延べ相談受理件数は20,116件で、前年度より1,812件（約
10％）増加しました。
　相談内容を見てみると「不登校」｢登校渋り」が全体の3分の1以上と高
い割合を占め、次いで「コンサルテーション他」｢ふれあい」｢性格・行動
上の問題」の順となっています。
　来談者の状況をみると、教職員が47.3％を占め、生徒の割合よりも高く
なっています。生徒指導において、心理の専門家である青少年教育カウン
セラーに大きな期待が寄せられていることがうかがえます。

【街頭指導相談】
　平成23年度の街頭指導件数は、前年度に比べ、1,500件余りの減少となっ
ています。これは街頭指導体制の見直し（週当たりの車両稼動台数が9台
から6台に変更）によるものです。
　学職別件数においては、前年度に引き続き高校生の割合が高く、全体の
約64％を占めています。
　行為内容別では「自転車二人乗り」が63.8％を占め、次いで「遅刻」
「怠学」と続いています。
　自転車の二人乗りは、なかなか後を絶たない状況にあり、自転車事故の
加害者、被害者にならないためにも、学校や家庭においての規範意識の醸
成、交通ルール・マナー指導の強化が求められています。
　また、地域の人たちの温かい見守りと声かけも大切であると考えます。
　24年度からは、津久井地域でも青少年相談員が参加する街頭指導が行わ
れることとなり、市内全域でのきめ細かな指導が期待されます。
　引き続き「粘り強い声かけ」と「青少年相談員や学校との連携」を重点
とした街頭指導・相談活動に取り組んでいきます。

【ヤングテレホン相談】
　相談員は、青少年やその保護者と電話を介してコミュニケーションを図
り、相談者の悩み等に受容、共感しながら、適切な助言を行っています。
また、Ｅメールによる相談も受け付けています。
　平成23年度の総受理件数は908件で、電話による相談が723件、Ｅメール
が185件で、メールによる相談が全体の2割を超えました。これは小・中学
生でも携帯電話やパソコンを使って、手軽にＥメールのやりとりをする世
相を反映していると考えられます。特に女子の占める割合が高く、電話よ
りも気軽に自分の気持ちを書きこめるというニーズに対応したものとなっ
ています。
　保護者からの相談も多く252件（28％）と増加の傾向にあります。子ども
たちのおかれている状況が年々厳しくなる中、本人の悩みもさることなが
ら、子どもを支える立場の保護者が養育不安を訴える相談が多くなってい
ます。これは保護者が自問自答を繰り返す中で助けを求めてきている件数
とも考えられます。
　今後も、相談者の悩みにじっくりと耳を傾け、相談者がよりよい方向に
進んでいけるよう援助していきたいと考えています。

平成２３年度 平成２２年度
17,624

2,390

102

20,116

（8,993）

（1,290）

（67）

（10,350）

15,975

2,269

60

18,304

（8,021）

（1,243）

（50）

（9,314）

平成２３年度 平成２２年度
95
529

1,253
33
58

1,968

125
902

2,354
76
24

3,481

学　　職
小 学 生
中 学 生
高 校 生
その他学生
無職少年
合　　計

遅刻
25％

平成２３年度 平成２２年度
5

145
330
127
16
13
25
70
177
908

8
131
271
146
20
8
7
40
244
875

学　　職
就 学 前
小 学 生
中 学 生
高 校 生
その他学生
有職少年
無職少年
成　　人
不　　明
合　　計

150件
121件

友人関係
（9.9％）

話したい
（13.3％）

不登校
（7.5％）

親子関係
（5.9％）

90件
68件

54件

100件

50件

件

その他
26％

授業観察
8％

性格･行動上の
問題
8％

不 登 校
25％

登校渋り
12％

ふれあい
9％

コンサルテーション他
12％

遅刻 6％

その他 7％
喫煙 5％

自転車二人乗り
64％

怠　学
19％

主な相談内容別受理状況

■相談対象者別延べ相談受理件数

■対象者別件数

行為内容別指導状況

■相談対象者別相談受理件数

主な相談内容別受理状況（延べ相談件数）

■相談者の状況

7,985

39.7％

9,510

47.3％

2,474

12.3％

147

0.7％

20,116

100.0％
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「ほっとひとこま」 その56

学校の相談室では、
こんなほっとする時間が流れています

青少年教育カウンセラーさんがそっと教えてくれました

小・中・高校生や19歳以下の青少年の抱える悩み、心配事などを本人や保護者から直接電話で
お受けし、専門の相談員が一緒に考えます。（匿名での相談もお受けします。）
専用電話　042－755－2552　Eメール相談（24時間受付）yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp
受付時間　月曜日～金曜日　　午前 8：30～午後 9：00（祝日は除く）

ヤングテレホン相談

み ん な こ こ  にここに

一人で悩まず　まず相談！

　小学校の相談室では、休み時間になると様々な子が遊
びに来てくれます。また、予約をして相談をするという社会的
な様式に興味を持ち始める子もいて、「予約どうやってする
の？」と尋ねてきては、実際に試してみる子もみられます。子ど
もたちが試行錯誤しながら、日々成長していこうとする力を感
じる瞬間です。
　ある時、高学年の女の子が数名で相談にきました。内容
は、同級生との関係が上手くいっていないことについて。そ
の状況をぬいぐるみを使ったり絵に描いたりして、「ほんと、
いやだ」などと感情を露わに説明してくれました。ひとしきり
話が終わり、「その子とはどういう風になりたいの？」と尋ねる
と、一人の子が「ほんとは仲良くしたいのに…」と本当の気
持ちをぽつり。そして後日、また相談室にきて、自分たちから
話しかけるようにしたら、相手の子も謝ってくれ、上手くやれ
るようになったことを嬉しそうに話してくれました。
　子どもたちが、自分たちで問題を解決する力を持っている
ことを実感し、子どもたちの力を信じて、成長を支えていきた
いと思った出来事でした。　　　　　　　（Ｒカウンセラー）

　異動により、今年度から新しい小学校を担当することにな
りました。廊下をちょっと通るだけで、何人もの子どもたちがす
ぐに話しかけてきたり、くっついてきたりと、以前よりも児童と
の距離が近い学校です。中休みや昼休みにも、大勢の子ども
たちが来室して遊んで、私との関わりをとても求めてきます。
　学校という場所で、教員とは違う立場のカウンセラーにだ
からこそ、児童が思いのままふれあってくることを嬉しく思う反
面、先生方の指導とは違うことをしていることに迷いも感じて
います。その中で、子どもたちが学校で規範に則った集団生
活を送りつつ、許される時間には自由に過ごせる使い分け

を学んでもらうことが、彼らの将来にプラスになるのではない
かと考えて、今日もまた相談業務に携わっております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎカウンセラー）

　中学校の相談室には、先生に見つからないようにこっそり
やって来る子が時々います。3年生のＫ君たちも、休み時間
の度に来ては、授業がだるい、面倒くさい、などと愚痴をこぼ
していました。2学期も半ばを過ぎたある日、いつものように
やって来た彼らは、ちょっぴり様子が違いました。「俺たちまだ
15歳なのに、将来のことなんか決められないよ。」「普通に
就職して結婚して…ただ普通に暮らしたいだけなのにさ。普
通って難しいよな。」――
　進路という大事な選択は、初めて自分の人生に向き合う
瞬間なのかもしれません。私たちが思っている以上に、子ども
たちは様々なことを感じ、考え、葛藤し、そうして日々成長して
いるのだなと、改めて感じさせてくれる出来事でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈカウンセラー）

　ある中学校では、いわゆる非行傾向にある生徒が少なか
らずいました。遅刻や欠席は当たり前、茶髪にピアスと着崩し
た服装で先生方から逃げ回る生徒たちは、いつも廊下で固
い表情で先生方と言い合っていました。ある時、その中の1
人が相談室に遊びに来てくれました。一緒にゲームをしなが
ら話している時の表情は、まるで甘えん坊の赤ちゃんのよう。
廊下で見かけた時の表情とのギャップに驚きました。その子
が帰り際に「いつもニコニコしてるよね、そんなんじゃ生徒に
なめられるよ」と言いながら描いてくれた似顔絵は今でも私
の宝物です。気勢を張らずにはいられない子たちにとって
も、相談室が少し気を緩めて過ごせる場所であるようにこれ
からも見守っていきたいと思っています。　（Ｙカウンセラー）

　相談指導教室「いずみ」では、センター前の花壇に花を植え、畳半分ほどの田んぼで稲
を栽培しています。通室児童にとって、花などの世話をする時間が今はとても貴重になっ
ています。田んぼの土に手が入れられない児童や、ミミズや青虫、ダンゴムシが出てきた

といって大騒ぎしている児童を見ていると、自然体験の少なさに驚かされます。今年はさらに、餌台や巣箱を作って、
自然とふれあえる工夫をしていますが、これだけでも虫を触われるようになったり、小鳥に興味を持ったりする児童も
出てきています。
　不登校が長く続くと、どうしても閉じこもりがちになり、自然や人とのふれあいが少なくなる傾向にあります。「い
ずみ」ではこれらの栽培活動を通して、また、毎月の調理実習やさまざまな校外学習等を通して、体験の幅を広げてい
きたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （青少年相談センター　嘱託職員　　篠﨑　脩一）

Ｅメール相談

日 日 草
にち にち そう
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